
 

 

                  
 

 

   

 

 
 

 

首都国道事務所は、発注工事に関し、工事事故の防止等に万全を期することを目的とし

て、発注者と請負者との緊密な連絡と意見の交換を図るための工事安全対策協議会を下記

のとおり開催いたします。 

 今回は、船橋労働基準署から講師を迎え、「不安全行動の防止に向けて」のご講演をい

ただきます。 

 なお、当日は、当事務所関係者約３０名、工事等請負者約３５社の約５０名、

計約８０名が参加し、執り行う予定です。 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

平成２１年１１月１９日 

国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所 
 

発表記者クラブ 

 

竹芝記者クラブ       横浜海事記者クラブ  神奈川建設記者会 

千葉県政記者クラブ   市川市政記者クラブ  松戸記者クラブ 
 

 

問 い 合 わ せ 先 

 

国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所 電話 ０４７－３６２－４１１１ 

地域広報官    金子
か ね こ

 剛
つよし

   （内線２０５） 

工事品質管理官 近藤
こんどう

 誠
せい

一郎
いちろう

 （内線３０２） 

 

平成２１年１１月２５日（水）に 

首都国道工事安全対策協議会を開催します。

記者発表資料 

◆ 時間 ： 平成２１年１１月２５日（水） １４時から１７時 

◆ 場所 ： 松戸商工会議所 大会議室 （５階） 

◆ 内容 ： 講演 「不安全行動の防止に向けて」 等 



 

 

 
 

平成２１年度 首都国道工事安全対策協議会 

 

日時：平成 21 年 11 月 25 日（水） 14 時から 17 時まで 

場所：松戸商工会議所 大会議室（5 階） 

 

 

議 事 次 第 （案） 

 

 

１．開式 
 
２．会長挨拶 

 
３．不安全行動の防止に向けて 
 
４．工事事故の現状と対策について 
 

５．ビデオ上映『知らないではすまされない作業員の６つの法的義務』 

 
                                 ＜休 憩＞ 

 

６．重点的安全対策に向けた取組事例について 
  
（１）架空線等の損傷事故の防止 
 
（２）足場・のり面等からの墜落事故の防止 
 
（３）建設機械の稼働に関連した人身事故の防止 
 

７．講評 
 
８．閉会



 

 

松戸商工会議所案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
☆ ＪＲ常磐線松戸駅西口より徒歩６分程度 

 

  （注意）会場には駐車場がありませんので、電車を利用したご来場をお願い   

いたします。 

 

 


